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裁判の迅速化に係る検証結果の第7回公表について
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【資料1】

平成29年7月

化に係る

検証に関する報書書
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最高裁判所事務総局
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’ 速迅速化検証結果の公表に当たって）回
一

裁判の迅速化に関する法律（平成15年法律第107号。以下「迅速化法」という｡）が施行されて

’4年が経過した。この間，最高裁判所は，同法8条’項に基づき，裁判の迅速化に係る検証（以

下「迅速化検証」という｡）に関する報告書を，平成17年7月から平成27年7月まで’ 2年ごと

に6回にわたり公表した。これら各回の報告は，一連一体となって裁判の迅速化に係る総合的，

客観的かつ多角的な検証の結果（迅速化法8条1項）を示すものである。 、

第1回から第5回までの検証では，それぞれその時期の最新の統計データを用いて審理期間等

の状況を検証するとともに，統計データや実情調査等に基づき長期化要因を分析・検討し（第3

回報告書)，それを解消するための施策を提示したほか（第4回報告書)，紛争や事件の動向に影

響を与える社会的要因の分析。検証（第5回報告書）を行うなどした。こうして迅速化法の施行

後10年の節目を迎え，迅速化法附則3項に基づき，政府（法務省）において「裁判の迅速化法に

関する検討会」が開催されたが，そこでは，迅速化法の基本的枠組みの必要性・重要性は変わら

ず，最高裁判所によるこれまでの検証結果の公表の在り方は今後も維持されるべきであり，最高

‘裁判所において検証が引き続き行われることが期待されるなどとされた。

最高裁判所は， この検討結果も踏まえた上で，引き続き迅速化検証を続けていくこととし，第

6回以降の検証は，第5回までの10年の検証結果を前提に》統計データの分析を中心としつつ，

これまでの検証結果をフォローア､ツプする形で実施することとした。

第7回の迅速化検証においても， この方針に従い，統計データの分析については， これまでの

検証と同様，地方裁判所における第一審訴訟事件及び家庭裁判所における家事事件等について，

最新の統計データを用いて審理期間等の状況の検証を行うなどした1°これに加えて，民事第一

審訴訟事件及び家事事件については， これまでの検証結果をフォローアップする目的で，裁判所

及び弁護士会に対する実情調査を実施し，その分析を行った（主として，民事第一審訴訟事件に

ついては，争点整理における裁判所と当事者との間の認識共有,合議体による審理の活用などを，

家事事件については，調停における裁判官関与と調停成立等との関係や，調停不成立後の審判や

人事訴訟との関係といった家庭裁判所における手続全体としての迅速化という観点も踏まえた充

実した家事調停の運営の在り方などを取り上げている｡)。

で

く

】本報告書において分析に利用した統計データは,平成29年4月15日現在のもので(なお,第6回報告書で報告した以降に統計
データが修正された場合には,修正後の統計データを掲記する｡）,特に明記しない限り,平成28年(1月から12月)の既済事
件を対象としでいる｡統計データは,これまでの報告醤と同様,審級ごとに,当該審級において事件が終局すると作成される｢事
件票｣に基づいている。
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{ 判所における民事る 民 第一審訴訟審 事 ぴ件の概況概の2地方裁 及

|民事第一審訴訟事件等の概況

2． 1． 1 民事第一審訴訟事件全体の概況

民事第一審訴訟事件（全体） 2の新受件数は，減少傾向が続いていたが，平成27年及び平成28

年は若干増加した。これは，過払金等事件（ 「金銭のその他」 ）の新受件数の減少が緩やかに

なったこと等によるものである3 （ 【図1】 【図2】 ） 。

【図1】新受件数及び平均審理期間の推移(民事第一審訴訟(全体)）
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■

3過払金等事件を除外する処理の詳細は,第3回報告書概況･資料編24頁以下を参照
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【図2】新受件数の推移(民事第一審訴訟(過払金等)及び民事第一審訴訟(過払金等以外)）
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平均審理期間dを見ると，民事第一審訴訟事件（全体）についても，過払金等事件以外の民事

第一審訴訟事件についても，若干短縮しているが（ 【図3】 ） ，争点整理期間は若干長くなって

いる（平均争点整理期日回数が，前回（以下，前回の第6回報告書公表時の平成26年データを

引用する場合，単に「前回」とだけ言及するものと載る。 ）は全体で2‘5回，過払金等事件以外

で2.9回であったのが，いずれも若干増加した（ 【表4】 ） 。 ） 。

【図3】平均審理期間の推移(民事第一審訴訟(全体)及び民事第一審訴訟(過払金等以外)）
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【表4】平均期日回数及び平均期日間隔
（民事第一審訴訟(全体)及び民事第一審訴
訟(過払金等以外)）
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係属期間が2年を超える事件数については，平成26年（7679件）から増加している（【図

5】 ） 。

【図5】未済事件の係属期間別事件数の推移(民事第一審訴訟(全体)）
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民事第一審訴訟事件（全体）の終局区分

別の事件割合については，判決又は取下げ

で終局した事件の割合（前回はそれぞれ

43.6％， 18．5％）が減少した一方で，和解

で終局した事件の割合（前回は34.5％）が

増加した。なお，過払金等事件以外で見る

と，対席判決で終局したのは既済件数全体

の3割弱（判決で終局した5割弱の事件の

うち，対席判決によるものが6割弱）とな

っている。 （ 【表6】 ）

【表6】終局区分別の既済件数及び事件割合
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その余の主な統計データ（審理期間別

の既済件数及び事件割合，人証調べ実施

率及び平均人証数）について，前回から

大きな変化は見られない（ 【表7】 【表

【表7】審理期間別の既済件数及び事件割合

（民事第一審訴訟(全体)及び民事第一
審訴訟(過払金等以外)）
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2． 1． 2個別の事件類型の概況

2． 1． 2． 1 医事関係訴訟の概況

医事関係訴訟の新受件数 【表9】平均期日回数及び平均期日間隔
は，平成21年以降700件台で （医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

』

推移していたが，平成26年以

降は年間800件前後となって

いる。平均審理期間は，争点

整理期間が若干長期化した

（平均争点整理期日回数が前

回（8.8回）より若干増加し

た（ 【表9】 ） 。 ）ことに伴

って，平成26年より若干長期

化している。 （ 【図101 )
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【図10】新受件数及び平均審理期間の推移(医事関係訴訟）
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人証調べを実施して判決で終局した事件について見ると，前回とは異なり，人証調べ開始前の

争点整理期間が長くなったことで，合計の平均審理期間も平成26年より長期化している（ 【図

11】） 。

【図11】人証調べを実施して判決で終局した事件の手続段階別平均期間の推移(医事関係訴訟）
、
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』

また，人証調べ実施率及び鑑定実施率については減少傾向が続いている（ 【図12】 【表

13】 ） 。

【図12】人証調べ実施率の推移(医事関係訴訟）
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【表13】鑑定実施件数及び鑑定実施率

（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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その余の主な統計データ（審理期間別の既済件数及び事件割合，

件割合）について，前回から大きな変化は見られず，民事第一議

2年を超える事件の割合5や，和解で終局した事件の割合が高いス

である（ 【表14】 【表15】 ） 。

景理期間別の既済件数及び事件割合，

【表15】 ） ◎

終局区分別の既済件数及び事

くきな変化は見られず，民事第一審訴訟事件と比べて，審理期間が

和解で終局した事件の割合が高い水準にあることも，前回と同様

【表14】審理期間別の既済件数及び事件割合
（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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2． 1 2． 2建築関係訴訟の概況

建築関係訴訟6の新受件数は，平成26年より若干減少しているが，同年と比べて，①比較的審理が

長期化しやすい暇疵主張のある建築関係訴訟が建築関係訴訟全体に占める割合（前回は46.3％）が

5,6％増加したこと，②暇疵主張のない建築関係訴訟で平均審理期間が長期化したこと等の影響で，

建築関係訴訟全体の平均審理期間は， 1‘0月長期化した（【図16】 【図17】 【表18】)。

ゴ

【図16】新受件数及び平均審理期間の推移(建築関係訴訟）
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3.000 30.0

（
252

249 249 ， 24．9 2“ 24323．7－ ＝__ 一 一二 平
均
審
理
期
間
（
月
）

０
０
０

５
０
５

２
２
１

、nh

－一一一一一2.500

０
０
０
０
０
β
２
１

新
受
件
数
（
件
）

466 519 471
一一ゴーー－

1．000 10．0
－－ 一一

500 5.0

0 0.0

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

（

6建築関係訴訟には,建築暇疵損害賠償事件(建物建築の施工等に瑠疵があったとして損害賠償を求める事件)と建築請負代
金事件(建物建築に関する請負代金等を請求する事件)がある。 ．
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【図17】平均審理期間(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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また，平均争点整理期日回数は，暇疵主張のある建築関係訴訟で前回（10.0回）より減少し

た一方で，暇疵主張のない建築関係訴訟で前回（4.3回）より増加し，後者の点は，上記②の長

期化にも影響したと考えられる（【表191)。

【表19】平均期日回数及び平均期日間隔

（建築関係訴訟(調停に付された事件を除く)及び民事第一審訴訟事件）
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舅 ‘71（ 悪垣期日間隔帽》 1.81.71 1.7 1.7 1.8

審理期間別の既済件数及び事件割合について，暇疵主張のある建築関係訴訟において， 6月以

内の事件の割合が前回（8.6％）より増加した一方，審理期間が2年を超える事件の割合も前回

（377％）より増加しており，民事第一審訴訟事件と比べて，審理期間が2年を超える事件の割

合が高い水準にある（【表18】)。

鑑定実施率（暇疵主張のあ

る建築関係訴訟）は，平成18

年以降で最も低い水準となっ

ている（【図20】)。

調停に付された暇疵主張の

ある建築関係訴訟に係る平均

審理期間は，前回（29‘8月）

より若干長期化した（【図

21】)。

その余の主な統計データ

（終局区分別の既済件数及び

事件割合）について，前回か

ら大きな変化は見られない

（【表22】)。

【図20】鑑定実施率(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

建築暇疵

・損害賠償

建築請負代金

2．3

0

（
●
扣

暇疵主張あり

暇疵主張なし

1.7

0.0

民事第一審訴訟

（全休）

民事第一審訴訟

(過払金等以外）

2.0 2．5

(％）

00 0.5 1 .0 1.5

13

ー 1． ｰ 寺

危塗箇猫口商魂1麹

曾

霧灘蕊
､3

4命q

2‘7



【図21】付調停の有無別の平均審理期間(建築関係訴訟）
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【表22】終局区分別の既済件数及び事件割合(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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2 1． 2． 3知的財産権訴訟の概況

知的財産権訴訟7の新受件数は平成26年より減少した。平均審理期間は，同年と比べて短縮し，

平成25年以降短縮傾向にある（【図23】 ） 。

【図23】新受件数及び平均審理期間の推移(知的財産権訴訟）
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※平成16年までの数値は,各庁からの報告に基づくものであり,概数である。

【表24】審理期間別の既済件数及び事件割合
（知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）

審理期間が6月以内の事件の割合

（前回は25.5%）及び2年を超える事

件の割合（前回は15.5%）が，前回よ

りいずれも減少した一方で， 6月超2

年以内の事件の割合が前回（58.9%）

より増加した（ 【表24】 ） 。
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その他，人証調べ実施率の増加（前

回は10.7％）や人証調べを実施した事

件における平均審理期間の短縮（前回

は25.8月） といった点に前回からの変

化が見られる （ 【表25】 【表

26】 ） 。

その余の主な統計データ（訴訟代理

人の選任状況，争点整理手続の実施件

数及び実施率）について，前回から大

きな変化は見られず，民事第一審訴訟

事件と比べると，訴訟代理人の選任割

合，争点整理手続実施率がいずれも顕

著に高い水準であることは，前回と同

様である（ 【表27】 【表28】 ） 。

【表25】人証調べ実施率及び平均人証数
（知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）

庁色
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【表26】人証調べを実施した事件における平均審理
期間及び平均人証調べ期間(知的財産権訴訟）
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【表27】訴訟代理人の選任状況
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2． 1 ． 2 4労働関係訴訟等の概況

労働関係訴訟sについては，平成21年以降新受件数が高い水準で推移していることの影響もあ

って，平均審理期間が長期化傾向にある（【図29】 ） 。

【図29】新受件数及び平均審理期間の推移(労働関係訴訟）
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※平成16年までの数値は,各庁からの報告に基づくものであり.撮数である。

審理期間別の事件割合について， 6

月以内の事件の割合は前回(21.7%)

より減少し，民事第一審訴訟事件と比

べると顕著に低い。これに対し， 1年

超2年以内の事件の割合は前回

（38.3％）より若干減少したが，前回

と同様，民事第一審訴訟事件と比べる

と顕著に高い（ 【表30】 ） 。

【表30]審理期間別の既済件数及び事件割合
（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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また，終局区分別の事件割合につい

て，判決で終局した事件の割合が前回

（32.0％）より減少したのに対し，和

解で終局した事件の割合は前回

（53.7％）より増加した。民事第一審

訴訟事件と比べると，和解で終局した

事件の割合が高い点は，前回と同様で

ある（ 【表31】 ） 。

【表31】終局区分別の既済件数及び事件割合
（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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なお，労働審判事件に係る終局事由

別の事件割合について，調停成立で終

局した事件の割合は前回（67.9％）よ

り増加し，労仙審判で終局した事件の

割合は前回（18.6％）より減少してい

る（ 【表32】 ） 。労働審判事件の平均

審理期間は，前回（79.5日）より若干

【表32】終局事由別の既済件数及び事件割合(労働審判事件）
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2． 1． 2． 5行政事件訴訟の概況

行政事件訴訟9の新受件数及び平均審理期間は， ともに平成18年以降の推移の範囲内に収まっ

ているが，平成26年と比べて平均審理期間が若干短縮した（ 【図34】 ） 。

【図34】新受件数及び平均審理期間の推移(行政事件訴訟）
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当事者双方に訴訟代理人が選任された事

件の割合は前回（61.6％）より10.7%減少

し（ 【表35】 ） ，人証調べ実施率は前回

（28.9％）より 6．2％減少した（ 【表

36】 ） 。双方に訴訟代理人が選任された事

件及び人証調べを実施した事件はいずれも

平均審理期間が長い傾向にあること （【図

37】 【表38】 ）から，平均審理期間の短縮

はこれらの事件割合の減少が影響したもの

と考えられる。

【表35】訴訟代理人の選任状況
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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9行政事件訴訟とは,抗告訴訟(取消訴訟,不作為の違法確認訴訟,無効等確認訴訟,義務付け訴訟差止訴訟)，当事者訴
訟,民衆訴訟及び機関訴訟を指し,国又は地方公共団体を被告とする国家賠償請求訴訟を含まない。
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【表36】人証調べ実施率及び平均人証数
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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【図37】訴訟代理人選任状況別の平均審理期間の推移(行政事件訴訟）
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【表38】人証調べを実施した事件における平均

審理期間及び平均人証調べ期間(行
政事件訴訟）
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